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株主各位

証券コード　9850
2023年６月８日

株 主 各 位
大阪市住之江区北加賀屋三丁目４番７号

取締役兼代表執行役社長 椋本　充士

第57期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第57期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、
ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情
報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インタ
ーネット上に「第57期定時株主総会招集ご通知」として掲載しており
ますので、次のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認く
ださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト　https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/ir/

株主総会資料 掲載ウェブサイト　https://d.sokai.jp/9850/teiji/

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「グル

メ杵屋」又は「コード」に当社証券コード「9850」を入力・検索し、「基本情

報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集

通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面によ
って議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参
考書類をご検討のうえ、2023年６月26日（月曜日）午後５時45分まで
に議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
［インターネット等による議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-
tb.co.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従って2023年
６月26日（月曜日）午後５時45分までに、議案に対する賛否をご入
力ください。
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１． 日 時 2023年６月27日（火曜日）午前10時30分

２． 場 所 大阪市中央区本町橋２番５号

マイドームおおさか３階

展示ホール（受付は２階です）
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
最寄駅は地下鉄「堺筋本町」駅です。）

３． 目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第57期（自 2022年４月１日　至 2023年３月31日）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員

会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第57期（自 2022年４月１日　至 2023年３月31日）計

算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役10名選任の件

第３号議案 補欠取締役２名選任の件

株主総会後、株主の皆様との対話をいたしたく、懇親試食会の場を

設けておりますのでお気軽にご出席いただきご意見などを賜りたい

と存じます。

　インターネット等による議決権行使に際しましては、４ページの
「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認ください
ますようお願い申し上げます。

［書面による議決権行使の場合］
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、
2023年６月26日（月曜日）午後５時45分までに到着するようご返送
ください。

敬具
記
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４． 招集にあたっての決定事項
（１）電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社

定款第16条第２項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様
に対して交付する書面には記載しておりません。

　　　従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面
は、監査報告を作成するに際し、監査委員会及び会計監査人が監査を
した対象書類の一部であります。
① 主要な営業所及び工場
② 企業集団の使用人の状況
③ 株式の状況
④ 新株予約権等の状況
⑤ 政策保有株式について
⑥ 業務の適正を確保するための体制
⑦ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
⑧ 会社の支配に関する基本方針
⑨ 連結計算書類の連結注記表
⑩ 計算書類の個別注記表

（２）インターネット等による方法と議決権行使書と重複して議決権を行
使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものと
いたします。また、インターネット等による方法で複数回議決権を行
使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。

（３）ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示

をされない場合は、賛成の意思表示があったものといたします。

     

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、１ページの電子提供措置事項掲載の
各ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。

◎ご出席いただきます株主様には、受付の際にお土産を準備しております。な
お、議決権行使書用紙の枚数にかかわらず、ご出席の株主お一人様に対し１個
とさせていただきます。

◎特別養護老人ホーム「グルメ杵屋社会貢献の家」の介護スタッフがご高齢者、
お身体のご不自由な方のお世話をさせていただきます。お気軽に総務課まで
お問い合わせください。（フリーダイヤル　0120-122-649）
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インターネットによる議決権行使のご案内

行使

期限

2023年６月26日（月曜日）

午後５時45分入力完了分まで

インターネット等による議決権行使のご案内

　

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコード

を読み取ってください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力

ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、

お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議

決権行使書用紙に記載の「議決権行使コー

ド」・「パスワード」を入力してログイン、再

度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC

向けサイトへ遷移できます。
※議決権行使書はイメージです。

1

2
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議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使

ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
　

議決権行使ウェブサイトにアク

セスしてください。

議決権行使書用紙に記載された

「パスワード」をご入力ください。

以降は画面の案内に従って賛否

をご入力ください。

議決権行使書用紙に記載された

「議決権行使コード」をご入力

ください。

1

3

4

2

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

「次へすすむ」をクリック

「議決権行使コード」

を入力

「次へ」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネット等による議決権行使の各方法は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行って

おりますが、お使いの機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ 機関投資家の皆様へ

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル

 0120-768-524
（受付時間　平日9：00～21：00）

機関投資家の皆様に関しましては、本

総会につき、株式会社ICJの運営する

「議決権電子行使プラットフォーム」

から電磁的方法による議決権行使を行

っていただくことも可能です。
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当事業年度の事業の状況

（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況

(１) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影

響が続く中、ワクチン接種の普及や経済活動の制限の緩和により、緩やか

に景気は持ち直しの動きとなっております。しかしながら、ウクライナ情

勢の長期化や海外景気の下振れ、世界的な物価上昇や供給面での制約に加

え、金融資本市場の変動等の影響もあり、先行きは依然不透明な状況とな

っております。

外食産業におきましても、原材料やエネルギー価格の高騰や人件費の上

昇を始めとする様々なコストの上昇、在宅勤務の増加や大人数での会食の

自粛傾向といった消費者のライフスタイルの変化等により、引き続き厳し

い経営環境となっております。

このような状況の中、当社グループは新しいグループビジョン「おもて

なしで付加価値の創造を紡ぐ」を掲げ、新しい付加価値を提供する持続可

能な企業として取り組んでまいります。そのために引き続き事業構造の再

構築を行うとともに、各事業において新たなマーケットの開拓を進めてま

いります。

以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高298億94百万円（前

年同期比66億22百万円増）、営業損失３億86百万円（前年同期は営業損失

22億43百万円）、経常損失４億77百万円（前年同期は経常損失22億89百万

円）、親会社株主に帰属する当期純損失11億50百万円（前年同期は親会社

株主に帰属する当期純利益５億13百万円）となりました。

　セグメントごとの経営成績は次の通りであります。

レストラン事業

レストラン事業においては、新規及びブラッシュアップした既存ブラン

ドの出店の加速による店舗収益力の改善を推進するとともに、店舗の省人

化・効率化等の業務改善に取り組んでおります。
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その結果、当連結会計年度における新店はそば部門の「おらが蕎麦」２

店舗、アジア部門その他の「シジャン」４店舗、「solege」２店舗、「め

ん商人」１店舗、及び「雪村餃子無人直売所」６店舗の合計15店舗であり

ます。改装は５店舗実施し、そのうち２店舗は業態変更を行いました。ま

た、退店は20店舗であります。この結果、当連結会計年度末におけるレス

トラン事業の店舗数は、36都道府県に403店舗（フランチャイズ店舗96店

舗を含む）となりました。

以上の結果、レストラン事業の売上高は195億７百万円（前年同期比

29.8％増）、セグメント損失１億61百万円（前年同期は17億73百万円の損

失）となりました。

［うどん部門］

　主力業態の「杵屋」では、コロナ禍における収益力改善と集客力強化に

向けた取り組みとして、10月にメニューの変更を実施いたしました。ショ

ッピングセンター、ビジネス立地のニーズに対応したメニュー変更に加

え、２年前より百貨店を中心に試験的に進めておりました高価格帯のメニ

ューを新たに４店舗に導入し、より品質を高め食材にこだわったメニュー

に変更することで利益回復を図りました。また、セルフ業態の「杵屋麦

丸」を10月に関西空港に出店し、ムスリムの方にも安心してお召し上がり

いただける「ハラール対応食」を提供しております。

　当連結会計年度は、「杵屋」については退店３店舗、「杵屋麦丸」につ

いては退店１店舗、「穂の香」については退店１店舗をそれぞれ行いまし

た。この結果、当部門の売上高は49億54百万円（前年同期比30.8％増）と

なりました。

［そば部門］

　主力業態の「そじ坊」では、昨年に引き続き、在宅勤務者の増加に加

え、時短営業の継続的要請に伴い、酒房メニューを提供している店舗を中

心に売上の回復が遅れております。新たな試みとして、そば粉の配合を変

えた「二八そじ坊」を今後空港等の集客できる施設、業績不振の既存店に

展開してまいります。

　また、ビジネス立地に集中して展開している「おらが蕎麦」において

は、６月に価格改定を実施し、女性をターゲットとした新しい「おらが蕎

麦」を立上げました。クオリティの高い商品、サービストレーナーの導入

によりサービスを向上させ、売上拡大と効率化に取り組み、売上高は増収
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となりました。

　当連結会計年度は、「そじ坊」については退店３店舗（うちフランチャ

イズ店舗１店舗）、「杵屋麦丸」への業態変更１店舗、「おらが蕎麦」に

ついては出店２店舗、退店１店舗、「神田」については退店１店舗をそれ

ぞれ行いました。この結果、当部門の売上高は87億３百万円（前年同期比

35.9％増）となりました。

［洋食部門］

　「しゃぽーるーじゅ」及び「ロムレット」では、昨年に引き続きテイク

アウト及びデリバリーの売上が好調に推移いたしました。また、11月のメ

ニューの変更では販売商品の絞り込みを行い、生産性を向上し利益改善い

たしました。

　当連結会計年度は、「しゃぽーるーじゅ」については退店２店舗を行い

ました。この結果、当部門の売上高は４億33百万円（前年同期比30.2％

増）となりました。

［和食部門］

　丼業態の「丼丼亭」は、昨年に引き続きテイクアウトの需要が大きい業

態の特性を活かしてテイクアウトとデリバリー対応店舗を昨年より更に大

幅に拡大し売上確保に努めました。とんかつ業態の「かつ里」「すみ田」

でも同様にテイクアウト弁当、デリバリー拡大を図り、売上高は増収とな

りました。

　この結果、当部門の売上高は９億51百万円（前年同期比30.3％増）とな

りました。

［アジア部門その他］

　韓国料理業態の「シジャン」は、20代～40代の女性をターゲットとして

８月にメニューと店舗デザインの変更を実施し、より韓国の味に近づける

ため食材の見直しを行いピビンバや一品など商品のブラッシュアップと、

視覚に訴えかけるメニューに変更いたしました。また、新規出店の店舗で

は店装もカフェ調のデザインに一新し、収益改善に努めました。

　新業態のジェラート専門店「solege」は、８月に２号店を大阪市北区の

中之島美術館、３号店を大阪市福島区のラグザ大阪へ出店し、キッチンカ

ーによるイベント出店も行っております。また、百貨店・レストランへの

卸販売を開始し、ＯＥＭ製造も受託しております。

　当連結会計年度は、「シジャン」については出店４店舗、退店１店舗、
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「solege」については出店２店舗をそれぞれ行いました。

　㈱壱番亭本部が運営する「壱番亭」については、茨城県下に５月にフラ

ンチャイズによる出店１店舗を行いました。㈱雪村が運営する「めん商

人」については出店１店舗、退店１店舗、「吉衛門」については、「ゆき

むら亭」への業態変更１店舗、「一兆」については退店１店舗、「飛鳥

や」については退店１店舗、「鶏一番」については退店１店舗、「雪村餃

子無人直売所」については出店６店舗、退店３店舗をそれぞれ行いまし

た。

　この結果、当部門の売上高は44億64百万円（前年同期比18.4％増）とな

りました。

機内食事業

㈱エイエイエスケータリングにおいては、新型コロナウイルス感染症拡

大に伴う渡航制限の見直しがされたものの未だ航空会社の減便は続いてお

り、ウクライナ情勢も引き続き厳しい状況ではありますが、増収増益とな

りました。

以上の結果、機内食事業の売上高は13億81百万円（前年同期比38.7％

増）、セグメント損失２億92百万円（前年同期は３億46百万円の損失）と

なりました。

業務用冷凍食品製造事業

㈱アサヒウェルネスフーズにおいては、季節品のおせち及び冷凍弁当等

の製造が増加したことから増収増益となりました。

以上の結果、業務用冷凍食品製造事業の売上高は53億99百万円（前年同

期比24.7％増）、セグメント利益２億81百万円（前年同期は２億60百万円

の利益）となりました。

不動産賃貸事業

不動産賃貸事業においては、大阪木津卸売市場の入居率はほぼ前年同期

並みではあるものの、コストコントロールの効果により増収増益となりま

した。

以上の結果、不動産賃貸事業の売上高は６億92百万円（前年同期比

0.7％増）、セグメント利益３億25百万円（前年同期は３億22百万円の利

益）となりました。

－ 9 －



2023/05/25 17:48:35 / 22949445_株式会社グルメ杵屋_招集通知_電子提供措置用

当事業年度の事業の状況

◎事業区分別売上実績表 （単位：百万円）

事 業 ・ 部 門 売 上 高 構 成 比

レ
ス
ト
ラ
ン
事
業

う ど ん 部 門 4,954 16.6％

そ ば 部 門 8,703 29.1

洋 食 部 門 433 1.5

和 食 部 門 951 3.2

ア ジ ア 部 門 そ の 他 4,464 14.9

機 内 食 事 業 1,381 4.6

業 務 用 冷 凍 食 品 製 造 事 業 5,399 18.1

不 動 産 賃 貸 事 業 692 2.3

運 輸 事 業 398 1.3

そ の 他 2,514 8.4

合 計 29,894 100.0

運輸事業

水間鉄道㈱においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底

したうえで沿線地域でのイベントの開催等に取り組むことで旅客数が増加

し、増収増益となりました。

以上の結果、運輸事業の売上高は３億98百万円（前年同期比10.7％

増）、セグメント損失44百万円（前年同期は75百万円の損失）となりまし

た。

その他

大阪木津卸売市場で展開しております水産物卸売事業は、魚介の卸売数

量が増加したことから増収増益となりました。日本食糧卸㈱で展開してお

ります米穀卸売事業は、販売数量が増加したことから増収増益となりまし

た。

以上の結果、その他の売上高は25億14百万円（前年同期比34.5％増）、

セグメント損失54百万円（前年同期は83百万円の損失）となりました。
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当事業年度の事業の状況

② 設備投資の状況

　当連結会計年度中の設備投資の総額は11億13百万円であり、その主なも

のはレストラン事業における新規出店、既存店舗改装費等（差入保証金、

敷金含む）であります。

③ 資金調達の状況

　当連結会計年度中の資金調達の総額は50億36百万円であり、金融機関か

らの借入金（長期借入金38億36百万円、短期借入金12億円）により調達を

行いました。なお、グループ各社の事業に必要な資金につきましては、主

としてグループ各社が調達しております。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はございません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はございません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　該当事項はございません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

　該当事項はございません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区　　分
第 54 期
2019年度

第 55 期
2020年度

第 56 期
2021年度

第 57 期
(当連結会計年度)

2022年度

売 上 高（百万円) 38,971 22,173 23,271 29,894

経 常 損 失 （ △ ）（百万円) △209 △4,719 △2,289 △477

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△）

（百万円)

△1,089 △5,125 513 △1,150

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失（△）
△48円28銭 △227円4銭 22円56銭 △50円32銭

総 資 産（百万円) 36,631 36,323 40,173 38,828

純 資 産（百万円) 14,094 8,941 9,081 7,838

１ 株 当 た り 純 資 産 額 598円94銭 372円35銭 385円55銭 335円94銭

(２) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

　（注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式総数

に基づいて算出しております。

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

㈱グルメ杵屋レストラン 10 100.00 レストラン事業の運営受託

㈱エイエイエスケータリング 100 100.00 航空機内食の調製・販売及び搭載

㈱アサヒウェルネスフーズ 100 99.85 冷凍調理食品の製造販売

(３) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はございません。

② 重要な子会社の状況

③ 重要な関連会社の状況

該当事項はございません。
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対処すべき課題

(４) 対処すべき課題

①　グループ一丸となって事業収益のＶ字回復を果たすため、戦略構築と

実行を徹底し、企業風土の変革を希求します。

②　業績回復の主要な施策として、レストラン事業においては、

EBITDA（償却前利益）とROI（投資回収率）を重視し、利益が見込める新

規出店に投資を集中いたします。既存店舗においてはコロナ前の売上を

目標に収益力を改善していきます。また、店長のKPI評価や労働生産性プ

ロジェクトを導入することで省人化等の業務改善も推進いたします。

　　機内食事業におきましては、収支改善のため、新規顧客の獲得を行う

とともに、既存顧客との契約見直しや原価率の適正化に努め、黒字化に

注力いたします。

　　業務用冷凍食品製造事業におきましては、冷凍弁当の需要拡大を目指

し新規取引先への拡販に注力するとともに、売価の見直しや内製化を推

進することにより原材料費の高騰に対応してまいります。

③　グルメ杵屋グループの将来の展望を明確にし、次世代に向けた事業構

造構築にチャレンジしてまいります。
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主要な事業内容

主要事業 事 業 内 容 主 要 な 販 売 品 目 及 び 店 名

レ

ス

ト

ラ

ン

事

業

う ど ん 業 態
実演手打うどん「杵屋」、自家製麺「穂の香」
讃岐製麺「麦まる」、「杵屋麦丸」
めん茶屋「きなさ」

そ ば 業 態

信州そば処「そじ坊」、信州「そば野」
信州そば「おらが蕎麦」
そばダイニング「結月庵」、そば前処「二尺五寸」
越後「叶家」、割烹そば「神田」
「明月庵ぎんざ田中屋」

洋 食 業 態

サンドウイッチレストラン「グルメ」
オムライス＆オムレツ「ロムレット」
カジュアルレストラン「しゃぽーるーじゅ」
HIGHBALL BAR「心斎橋1923」

和 食 業 態
天丼「丼丼亭」、「天亭」
とんかつ「かつ里」、「すみ田」
仙台牛たんとお酒「もりの屋」

ア ジ ア 料 理 業 態
そ の 他

コリアンキッチン「シジャン」
タイ屋台料理「ティーヌン」
タイレストラン「サイアムオーキッド」
ラーメン「壱番亭」、焼肉「炎座」
「ゆきむら亭」
から揚げ専門店「鶏一番」
「KAMI-HIKŌKI」、GELATERIA「solege」

機内食事業 機 内 食
関西国際空港における航空機内食の調製・販売及び
搭載

業務用冷凍食品

製　造　事　業
業務用冷凍食品の
製 造 ・ 販 売

冷凍弁当、冷凍おせち料理

不動産賃貸
事 業

地方卸売市場の経営 大阪木津卸売市場

運 輸 事 業 鉄道・バス一般乗合 水間鉄道㈱

そ　の　他
水 産 物 卸 売
米 穀 卸 売 等

大阪木津卸売市場の水産部門
日本食糧卸㈱、GK ASIA SDN.BHD. ㈱GKビジネスサ
ポート

(５) 主要な事業内容（2023年３月31日現在）

主要事業並びに販売品目
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主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

借 入 先
企 業 集 団 の 借 入 金 残 高

当 社 連結子会社 合 計

シ ン ジ ケ ー ト ・ ロ ー ン 10,903百万円 －百万円 10,903百万円

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 4,000 － 4,000

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 － 2,165 2,165

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 1,436 85 1,522

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 － 1,052 1,052

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 764 － 764

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 555 122 677

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 493 － 493

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 244 － 244

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 39 111 151

(６) 企業集団の主要な借入先及び借入額（2023年３月31日現在）

（注）シンジケート・ローンは株式会社三井住友銀行を幹事とし、株式会社三菱ＵＦＪ銀行・

株式会社紀陽銀行・株式会社池田泉州銀行の協調融資によるもの、及び株式会社三井住

友銀行・株式会社三菱ＵＦＪ銀行を幹事とし、株式会社紀陽銀行・株式会社みずほ銀

行・株式会社りそな銀行・株式会社関西みらい銀行・株式会社みなと銀行・株式会社伊

予銀行・みずほ信託銀行株式会社の協調融資によるものであります。

(７) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はございません。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役
取締役会議長

椋 本 充 士
指名委員会委員長
報酬委員会委員長

㈱グルメ杵屋レストラン 代表取締役
社長
日本食糧卸㈱ 取締役
GK ASIA SDN.BHD.取締役会長
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 
理事長
㈱神明ホールディングス 社外取締役

取 締 役 藤 本 昌 信
㈱エイエイエスケータリング 取締役
㈱アサヒウェルネスフーズ 取締役
水間鉄道㈱ 代表取締役社長

取 締 役 寺 岡 成 晃

㈱アサヒウェルネスフーズ 取締役
日本食糧卸㈱ 取締役
㈱壱番亭本部 取締役
㈱雪村 取締役

取 締 役 クレムソン ツァイ
㈱グルメ杵屋レストラン 取締役
㈱エイエイエスケータリング 取締役

取 締 役 村 上 剛 志 監査委員会委員長

取 締 役 田 中 　 綾

㈱アサヒウェルネスフーズ 非常勤取
締役
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 
理事
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 
グルメ杵屋社会貢献の家 施設長
大阪大学医学部 臨地教授

取 締 役 小 島 幸 保
指 名 委 員
報 酬 委 員
監 査 委 員

小島法律事務所 所長弁護士
㈱幸和製作所 社外取締役（監査等委員）
関西学院大学大学院司法研究科（法
科大学院） 准教授
大阪府児童虐待等危機介入援助チー
ム委員
奈良市入札監視委員会委員
奈良市政治倫理審査会委員
奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員

取 締 役 澤 井 　 恵
指 名 委 員
報 酬 委 員

㈱マーケティング・コア 取締役
ATHENA㈱　代表取締役社長

取 締 役 木 村 元 泰 監 査 委 員

公認会計士 税理士
木村元泰会計事務所 代表
㈱ＪＢイレブン 社外取締役（監査等
委員）
富士精工㈱ 社外監査役

２. 会社の現況

(１) 会社役員の状況

① 取締役及び執行役の状況

イ．取締役の状況（2023年３月31日現在）
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会社役員の状況

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

代表執行役社長 椋 本 充 士
Chief Executive Officer
（最高経営責任者）

イ．取締役の状況　参照

執 行 役 藤 本 昌 信
管理部担当
Chief Financial Officer
（最高財務責任者）

イ．取締役の状況　参照

執 行 役 寺 岡 成 晃

大阪木津市場カンパニ
ー兼 新規事業部担当
Chief Productivity Officer
（最高生産性責任者）

イ．取締役の状況　参照

執 行 役 クレムソン ツァイ
経営企画室担当
Chief Strategy Officer
（最高戦略責任者）

イ．取締役の状況　参照

執 行 役 藤 田 良 宏
㈱アサヒウェルネスフーズ 代
表取締役社長

執 行 役 稲 本 和 彦

㈱グルメ杵屋レストラン 取締
役副社長
㈱壱番亭本部 取締役
㈱雪村 取締役
㈱ＪＢイレブン 社外取締役

執 行 役 三 輪 光 男
㈱壱番亭本部 代表取締役社長
㈱雪村 代表取締役社長

執 行 役 樋 口 治 信
㈱エイエイエスケータリング 
代表取締役社長

執 行 役 冨 永 勝 弘 日本食糧卸㈱ 代表取締役社長

執 行 役 河 上 崇 陽
システム部担当
Chief Digital Officer
（最高デジタル責任者）

（注）1. 取締役田中綾氏、小島幸保氏、澤井恵氏及び木村元泰氏は、社外取締役で

あります。

2. 取締役木村元泰氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及

び会計に関する相当程度の知見を有しております。

3. 当社では、執行役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子

会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に

行うため、村上剛志氏を常勤の監査委員として選定しております。

4. 当社は、社外取締役小島幸保氏、澤井恵氏及び木村元泰氏を東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ロ．執行役の状況（2023年３月31日現在）

② 責任限定契約の内容の概要

　当社は、社外取締役田中綾氏、小島幸保氏、澤井恵氏及び木村元泰氏

との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

－ 17 －



2023/05/25 17:48:35 / 22949445_株式会社グルメ杵屋_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、それぞれ、法令の定める最

低責任限度額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、保険会社との間で、当社及び子会社の取締役、執行役及び監

査役（当事業年度中に在任していたものを含む。）を被保険者とする、

会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し

ており、保険料は全額当社が負担しております。

　当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責

任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生

ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであ

り、１年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を

予定しております。

④ 取締役及び執行役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社の報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬等に係る決定

方針を決定いたします。

また、当該事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容

については報酬委員会が決定方針との整合を含めた多角的な検討を行っ

た結果、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

当該決定方針の内容の概要は次の通りです。

ａ. 基本方針

当社の取締役及び執行役の報酬（以下、「報酬等」という。）は、

企業価値の向上を図るうえで外部の客観的なデータ等を勘案し、個人

別の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。

ｂ. 個人別の報酬等の額に関する方針

当社の個人別の報酬等は、独立社外取締役が過半数で構成される報

酬委員会で決定する。

当社の取締役（執行役を兼務する取締役を除く）の個人別の報酬

は、固定金銭報酬とし、その金額は役位、職責に応じて他社水準、当

社の業績、従業員の給与水準等を考慮して決定する。
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会社役員の状況

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う  ち  社  外  取  締  役）

９名
（４）

26百万円
(20)

執 行 役 ７ 71

合 計
（う  ち  社  外  役  員）

16
(４)

98
(20)

当社の執行役の個人別の報酬は、基本報酬及び年次インセンティブ

で構成される金銭報酬とする。執行役の基本報酬部分の金額は、職責

に応じて他社水準、当社または事業会社ごとの業績、従業員の給与水

準等を考慮して決定する。年次インセンティブ部分の金額は、当社ま

たは事業会社ごとの純利益の実績及び事業計画目標の達成度を勘案し

て決定する。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役兼務執行役の報酬については執行役に含めております。

２. 当該事業年度において役員賞与は支給しておりません。

ハ. 社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等の総額

　該当事項はございません。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役田中綾氏は、社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会の理事並びに

㈱アサヒウェルネスフーズの非常勤取締役及び大阪大学医学部の臨地

教授であります。なお、社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会の理事長

を当社取締役椋本充士氏が兼職しております。また、㈱アサヒウェル

ネスフーズは当社の子会社であります。その他の兼職先と当社との間

には特別の関係はありません。

・取締役小島幸保氏は、小島法律事務所の所長弁護士並びに㈱幸和製作

所の社外取締役（監査等委員）及び関西学院大学大学院司法研究科

（法科大学院）の准教授であります。なお、当社と各兼職先との間に

は特別の関係はありません。

・取締役澤井恵氏は、㈱マーケティング・コアの取締役及びATHENA㈱の
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会社役員の状況

代表取締役社長であります。なお、当社と各兼職先との間には特別の

関係はありません。

・取締役木村元泰氏は、木村元泰会計事務所の代表並びに㈱ＪＢイレブ

ンの社外取締役（監査等委員）及び富士精工㈱の社外監査役でありま

す。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ. 会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または役員との親族関

係

　該当事項はございません。

ハ. 当事業年度における主な活動状況

　取締役田中綾氏は、当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しま

した。社会保障及び福利厚生に関する経験及び見識を活かし、必要に

応じ、社外の立場から助言、提言を行っております。

　取締役小島幸保氏は、当事業年度開催の取締役会13回全て、指名委

員会３回全て、報酬委員会４回全て、監査委員会14回全てに出席しま

した。長年の弁護士として得られた経験及び見識を活かし、必要に応

じ社外の立場から助言、提言を行っております。

　取締役澤井恵氏は、当事業年度開催の取締役会13回全て、指名委員

会３回全て、報酬委員会４回全てに出席しました。長年の業務改革・

改善コンサルタント及びＩＴ戦略コンサルタント業務に関する経験及

び見識を活かし、必要に応じ、社外の立場から助言、提言を行ってお

ります。

　取締役木村元泰氏は、当事業年度開催の取締役会13回全て、監査委

員会14回全てに出席しました。公認会計士の立場から、必要に応じ、

社外の立場から助言、提言を行っております。
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会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 30百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

30百万円

(２) 会計監査人の状況

① 名称　　　　　　　　桜橋監査法人

② 報酬等の額

（注)１. 監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬
見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ
で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

２. 監査契約上、会社法監査に係る報酬の額と金融商品取引法監査に係る報酬の額と
を区分しておらず、実質的にも区分することが困難であるため、上記報酬の額に
は合算金額を記載しております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該

当すると判断した場合は、監査委員全員の同意に基づき、会計監査人を解

任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員が、解任後最初

に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理

由を報告いたします。

　また、監査委員会は、会計監査人の職務遂行状況等、あるいは当社及び

当社グループの被監査体制等を勘案し、会計監査人の変更が適当と認めら

れる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定

することとし、当該決定に基づき取締役会は当該議案を株主総会に提出す

ることとします。

④ 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はございません。
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剰余金の配当等の決定に関する方針

(３) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社の配当方針については、株主の皆様への利益還元を企業経営の重要

な柱と考え、財務体質の強化を図りながら、安定配当を重視したうえで業

績に連動した配当を継続的に実施することを基本方針としております。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響が依然として不透明な

状況が続いており、今後の財務状況等を総合的に勘案した結果、誠に遺憾

ではありますが、2023年３月31日を基準日とする期末配当につきましては

無配とさせていただきます。

　次期につきましては、現時点で配当予想を行うことは困難であることか

ら、2024年３月期の期末配当予想は未定といたします。
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連結貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

預 け 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

短 期 貸 付 金

未 収 入 金

未 収 消 費 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

15,800,758

12,583,388

481,206

1,488,036

456,277

319,143

179

288,577

21,788

163,423

△1,261

23,027,784

16,828,041

7,277,864

856,839

408,665

8,210,084

74,587

323,152

262,738

60,413

5,876,589

1,223,293

116,607

4,402,066

32,079

120,982

△18,438
　

流 動 負 債 7,809,385

買 掛 金 1,137,694

短 期 借 入 金 500,000

1年内返済予定の長期借入金 3,372,602

未 払 金 535,610

未 払 費 用 1,237,000

未 払 法 人 税 等 27,035

未 払 消 費 税 等 384,508

賞 与 引 当 金 134,731

資 産 除 去 債 務 88,831

そ の 他 391,370

固 定 負 債 23,180,180

長 期 借 入 金 19,522,999

長 期 未 払 金 8,056

繰 延 税 金 負 債 1,464,135

退職給付に係る負債 120,833

資 産 除 去 債 務 1,285,808

そ の 他 778,347

負 債 合 計 30,989,565

純 資 産 の 部

株 主 資 本 7,495,820

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 12,534,726

利 益 剰 余 金 △5,103,525

自 己 株 式 △35,381

その他の包括利益累計額 188,527

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 185,095

為 替 換 算 調 整 勘 定 3,963

退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △530

非支配株主持分 154,628

純 資 産 合 計 7,838,977

資 産 合 計 38,828,543 負 債 ・ 純 資 産 合 計 38,828,543

連 結 貸 借 対 照 表

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（2022年４月１日から
2023年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金　　　額

売 上 高 29,894,005

売 上 原 価 19,072,912

売 上 総 利 益 10,821,092

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,207,826

営 業 損 失 386,733

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,587

受 取 配 当 金 23,222

賃 貸 料 収 入 164,184

そ の 他 103,778 294,773

営 業 外 費 用

支 払 利 息 171,327

借 入 手 数 料 2,000

賃 貸 費 用 117,801

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 61,043

そ の 他 33,745 385,917

経 常 損 失 477,877

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 9,897

国 庫 補 助 金 等 69,282

助 成 金 収 入 124,219

受 取 補 償 金 131,019

保 険 解 約 益 57,428

そ の 他 1,095 392,942

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 48,582

減 損 損 失 264,891

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に よ る 損 失 651,308

そ の 他 4,732 969,515

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 1,054,450

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 62,671

法 人 税 等 調 整 額 55,236 117,908

当 期 純 損 失 1,172,358

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 21,384

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 1,150,974

連 結 損 益 計 算 書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 24 －



2023/05/25 17:48:35 / 22949445_株式会社グルメ杵屋_招集通知_電子提供措置用

連結株主資本等変動計算書

（2022年４月１日から
2023年３月31日まで）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 5,838,236 6,796,490 △3,952,550 △35,381 8,646,795

当連結会計年度変動額

減 資 △5,738,236 5,738,236 －

親会社株主に帰属する

当 期 純 損 失
△1,150,974 △1,150,974

株主資本以外の項目の当連結会

計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 △5,738,236 5,738,236 △1,150,974 － △1,150,974

当連結会計年度末残高 100,000 12,534,726 △5,103,525 △35,381 7,495,820

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配
株　主
持　分

純資産合計その他有価証
券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 184,785 △11,772 △670 172,342 261,925 9,081,063

当連結会計年度変動額

減 資 －

親会社株主に帰属する

当 期 純 損 失
△1,150,974

株主資本以外の項目の当連結会

計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )
310 15,735 139 16,185 △107,296 △91,111

当連結会計年度変動額合計 310 15,735 139 16,185 △107,296 △1,242,085

当連結会計年度末残高 185,095 3,963 △530 188,527 154,628 7,838,977

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

預 け 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

商 標 権

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

関係会社長期貸付金

関係会社長期未収入金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

11,758,693

10,203,872

481,206

777,920

77,717

226

84,847

11,196

62,645

31,879

28,188

△1,007

21,994,300

12,449,073

4,371,658

57,512

40,907

7,192

254,865

7,657,714

59,221

33,830

14,356

16,804

2,669

9,511,397

862,191

3,797,962

25,688

2,317,692

3,228,453

67,480

4,217,494

9,316

21,778

△5,036,658
　

流 動 負 債 4,783,229

買 掛 金 151,860

１年内返済予定の長期借入金 3,008,775

未 払 金 180,829

関 係 会 社 未 払 金 567,760

未 払 消 費 税 等 9,078

未 払 費 用 422,222

預 り 金 281,497

賞 与 引 当 金 10,511

資 産 除 去 債 務 88,831

そ の 他 61,861

固 定 負 債 20,265,419

長 期 借 入 金 16,234,951

繰 延 税 金 負 債 1,456,229

資 産 除 去 債 務 913,012

債務保証損失引当金 420,853

子会社支援損失引当金 520,379

そ の 他 719,993

負 債 合 計 25,048,649

純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,525,977

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 12,650,771

資 本 準 備 金 6,766,590

そ の 他 資 本 剰 余 金 5,884,181

利 益 剰 余 金 △4,189,413

そ の 他 利 益 剰 余 金 △4,189,413

固定資産圧縮積立金 54,122

繰 越 利 益 剰 余 金 △4,243,536

自 己 株 式 △35,381

評 価 ・ 換 算 差 額 等 178,367

その他有価証券評価差額金 178,367

純 資 産 合 計 8,704,344

資 産 合 計 33,752,994 負 債 ・ 純 資 産 合 計 33,752,994

貸　借　対　照　表

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（2022年４月１日から
2023年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 4,250,246

売 上 原 価 2,223,770

売 上 総 利 益 2,026,475

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,777,186

営 業 利 益 249,288

営 業 外 収 益

受 取 利 息 35,183

受 取 配 当 金 158,741

賃 貸 料 収 入 225,981

雑 収 入 2,778 422,684

営 業 外 費 用

支 払 利 息 140,602

社 債 利 息 183

借 入 手 数 料 2,000

賃 貸 費 用 161,103

雑 損 失 26,370 330,259

経 常 利 益 341,714

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 9,897

受 取 補 償 金 131,019

そ の 他 336 141,252

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 8,061

減 損 損 失 189,411

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 455,259

債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額 420,853

子 会 社 支 援 損 失 引 当 金 繰 入 額 520,379 1,593,966

税 引 前 当 期 純 損 失 1,110,999

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 5,215

法 人 税 等 調 整 額 △112,880 △107,665

当 期 純 損 失 1,003,334

損　益　計　算　書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2022年４月１日から
2023年３月31日まで）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計固定資産圧縮

積立金
繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 5,838,236 6,766,590 145,944 6,912,534 54,122 △3,240,201 △3,186,079 △35,381 9,529,311

当 期 変 動 額

減 資 △5,738,236 5,738,236 5,738,236 －

当期純損失 △1,003,334 △1,003,334 △1,003,334

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額
合 計

△5,738,236 － 5,738,236 5,738,236 － △1,003,334 △1,003,334 － △1,003,334

当 期 末 残 高 100,000 6,766,590 5,884,181 12,650,771 54,122 △4,243,536 △4,189,413 △35,381 8,525,977

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 181,111 181,111 9,710,423

当 期 変 動 額

減 資 －

当期純損失 △1,003,334

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△2,744 △2,744 △2,744

当 期 変 動 額
合 計

△2,744 △2,744 △1,006,078

当 期 末 残 高 178,367 178,367 8,704,344

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士　川　﨑　健　一

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士　宮　崎　　　博

独立監査人の監査報告書
2023年５月11日

株式会社グルメ杵屋
取締役会　御中

桜橋監査法人
　大阪府大阪市

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社グルメ杵屋の2022年４月
１日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、株式会社グルメ杵屋及び連結子会社からなる企業集団の当該連
結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従
って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の
記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお
らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の
過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し
た場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職
務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正
又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書
において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用
者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適
切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書
類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、
監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。

　以　上

－ 30 －



2023/05/25 17:48:35 / 22949445_株式会社グルメ杵屋_招集通知_電子提供措置用

計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士　川　﨑　健　一

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士　宮　崎　　　博

独立監査人の監査報告書
2023年５月11日

株式会社グルメ杵屋
取締役会　御中

桜橋監査法人
　大阪府大阪市

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社グルメ杵屋の
2022年４月１日から2023年３月31日までの第57期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の
記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し
た場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
　監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職
務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に
おいて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

　監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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監査委員会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査委員会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第57期事業年度における取締役

及び執行役の職務の執行に関して監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとお

り報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会

決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい

て取締役及び執行役並びに使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報

告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を

実施しました。

①監査委員会が定めた監査委員会監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に

従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び執行役等

からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し

ました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情

報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの

各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容に

ついて検討を加えました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要

に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる

ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に

関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい

る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細

書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表）について検討いたしました。

監査委員会の監査報告
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監査委員会の監査報告

2023年５月11日

株式会社グルメ杵屋　監査委員会

監査委員 村　上　剛　志　㊞

監査委員 小　島　幸　保　㊞

監査委員 木　村　元　泰　㊞
　

２. 監査の結果

 （1）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

②　取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容並びに取締役及び執行役の

職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針は相当であると認めま

す。

 （2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人桜橋監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

 （3）　連結計算書類の監査結果

会計監査人桜橋監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（注）　監査委員小島幸保及び木村元泰は、会社法第２条第15号及び第400条第３項に規定

する社外取締役であります。
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剰余金処分の件

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

１．剰余金の処分の目的

　現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図る

とともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的とし

て、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に

振り替えたいと存じます。

２．剰余金の処分の内容

(1)減少する剰余金の項目及びその額

　その他資本剰余金　4,189,413,474円

(2)増加する剰余金の項目及びその額

　繰越利益剰余金　　4,189,413,474円

３．剰余金の処分が効力を生ずる日

2023年６月27日
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取締役10名選任

候補者
番　号

氏　　名 当社における地位及び担当

１
むくもと　　あつし

椋 本 　 充 士
再任

取締役
代表執行役社長
指名委員会委員長
報酬委員会委員長

２
ふじもと　　まさのぶ

藤 本 　 昌 信
再任

取締役
執行役

３
てらおか　　しげあき

寺 岡 　 成 晃
再任

取締役
執行役

４ クレムソン　ツァイ 再任
取締役
執行役

５
むらかみ　　たけし

村 上 　 剛 志
再任

取締役
監査委員会委員長

６
た な か　　　あや

田 中 　 綾
再任 社外 社外取締役

７
こ じ ま 　 　 さ ち ほ

小 島 　 幸 保
再任 社外 独立

社外取締役
指名委員
報酬委員
監査委員

８
さ わ い　　　めぐみ

澤 井 　 恵
再任 社外 独立

社外取締役
指名委員
報酬委員

９
きむら　　もとやす

木 村 　 元 泰 再任 社外 独立
社外取締役
監査委員

10
しまだ　　ひろみち

島 田 　 裕 道
新任

第２号議案 取締役10名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役全員（９名）が任期満了となります。つきま
しては、指名委員会の決定に基づき、経営体制の強化のため１名を増員し、取締
役10名の選任をお願いするものであります。

　各取締役候補者の氏名等は、次の通りであります。

　再任…再任取締役候補者　　新任…新任取締役候補者

　社外…社外取締役候補者　　独立…東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者
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取締役10名選任

候補者
番　号

氏　名
経営
経験

企業
戦略

外食
・

食品
運輸

海外
事業

テクノ
ロジー
ＤＸ

法務
リスク
管理

ブラン
ドマー
ケティ
ング

ESG
サステ
ナビリ
ティ

財務
・

会計

１ 椋本　充士 ○ ○ ○

２ 藤本　昌信 ○ ○ ○ ○

３ 寺岡　成晃 ○ ○ ○

４ クレムソン ツァイ ○ ○ ○ ○ ○

５ 村上　剛志 ○ ○

６ 田中　　綾 ○ ○

７ 小島　幸保 ○ ○

８ 澤井　　恵 〇 ○ ○

９ 木村　元泰 ○ ○

10 島田　裕道 〇 〇 〇 〇 〇

（ご参考）取締役候補者の主な経験分野（スキルマトリックス）

　　　　　取締役候補者の主な経験分野は、次の通りであります。

※上記一覧表は、各取締役候補者が有する全ての専門性と経験を表すものではありません。

－ 37 －



2023/05/25 17:48:35 / 22949445_株式会社グルメ杵屋_招集通知_電子提供措置用

取締役10名選任

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

むくもと　　あつし

椋 本 　 充 士
（1961年11月30日生）

1990年５月 当社入社

2001年６月 当社取締役

2005年６月 当社常務取締役

2010年４月 当社代表取締役社長

2018年５月 GK ASIA SDN.BHD.　取締役会長

（現任）

2020年６月 株式会社グルメ杵屋レストラン　取締

役

2021年２月 株式会社エイエイエスケータリング

代表取締役社長

2021年６月 日本食糧卸株式会社　取締役（現任）

2021年６月 当社取締役（現任）

2021年６月 当社代表執行役社長（現任）

2021年６月 当社指名委員会委員長、報酬委員会委

員長（現任）

2022年１月 株式会社グルメ杵屋レストラン　代表

取締役社長（現任）

2022年７月 当社CEO（現任）

1,048,009株

（重要な兼職の状況）

株式会社グルメ杵屋レストラン　代表取締役社長

日本食糧卸株式会社　取締役

GK ASIA SDN.BHD.　取締役会長

社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会　理事長

株式会社神明ホールディングス　社外取締役

【取締役候補者とした理由】

　当社及び当社グループの各事業に関する幅広い経験と知識を有しております。ま

た、当社の代表執行役社長をはじめ企業の経営者としての経験も豊富であります。こ

れらにより、当社及び当社グループの事業の成長並びにコーポレート・ガバナンスの

強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

　取締役候補者は、次の通りであります。
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取締役10名選任

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

２

ふじもと　　まさのぶ

藤 本 　 昌 信
（1956年２月９日生）

1978年４月 京阪電気鉄道株式会社入社

1993年１月 京福電気鉄道株式会社入社

2001年６月 同社取締役

2009年６月 同社代表取締役副社長

2012年４月 大阪市交通局長

2016年７月 大阪地下街株式会社　顧問

2016年７月 水間鉄道株式会社　経営アドバイザー

2018年３月 同社代表取締役社長（現任）

2020年10月 当社特別顧問

2021年６月 株式会社アサヒウェルネスフーズ　取

締役（現任）

2021年６月 株式会社エイエイエスケータリング　

取締役（現任）

2021年６月 当社取締役（現任）

2021年６月 当社執行役（現任）

2021年６月 当社総務・人事部門担当

2022年７月 当社CFO（現任）

2022年７月 当社管理部担当（現任）

0株

（重要な兼職の状況）

株式会社エイエイエスケータリング　取締役

株式会社アサヒウェルネスフーズ　取締役

水間鉄道株式会社　代表取締役社長

【取締役候補者とした理由】

　当社及び当社グループの各事業に関する幅広い経験と知識を有しております。ま

た、企業の経営職としての経験も豊富であります。特に運輸事業に関する相当以上の

知見を有することから当社及び運輸事業の成長並びにコーポレート・ガバナンスの強

化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。
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取締役10名選任

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

３

てらおか　　しげあき

寺 岡 　 成 晃
（1964年１月６日生）

1992年12月 当社入社

2002年12月 株式会社ＪＢイレブン　社外取締役

2003年４月 株式会社アーシーチャイニーズファク

トリー　代表取締役社長

2009年４月 当社執行役員

2010年６月 当社取締役（現任）

2012年６月 日本食糧卸株式会社　取締役（現任）

2015年10月 当社海外・システム部門担当

2018年10月 株式会社壱番亭本部　監査役

2020年４月 当社経理・システム部門担当

2020年６月 株式会社グルメ杵屋レストラン　取締

役

2021年６月 当社執行役（現任）

2022年２月 当社大阪木津市場カンパニー担当（現

任）

2022年６月 株式会社壱番亭本部　取締役（現任）

2022年６月 株式会社雪村　取締役（現任）

2022年７月 当社CPO（現任）

2022年７月 当社新規事業部担当（現任）

1,000株

（重要な兼職の状況）

株式会社アサヒウェルネスフーズ　取締役

日本食糧卸株式会社　取締役

株式会社壱番亭本部　取締役

株式会社雪村　取締役

【取締役候補者とした理由】

　当社及び当社グループの各事業に関する幅広い経験と知識を有しております。ま

た、企業の経営職としての経験も豊富であります。これらにより、当社及び当社グル

ープの事業の成長並びにコーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し、取

締役候補者といたしました。

－ 40 －



2023/05/25 17:48:35 / 22949445_株式会社グルメ杵屋_招集通知_電子提供措置用

取締役10名選任

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

４

クレムソン　ツァイ
（1965年８月19日生）

2002年１月 Newell Global Sourcing Asia　アジ

ア事業部長兼品質部長

2004年５月 Lufthansa Service Asia (LSG)　アジ

ア運営卓越部長

2019年４月 HSBC Bank/Protivitiプロジェクト部

長

2020年４月 当社執行役員　経営企画室長

2020年６月 株式会社アサヒウェルネスフーズ　取

締役

2020年６月 日本食糧卸株式会社　取締役

2020年６月 株式会社エイエイエスケータリング　

取締役（現任）

2021年６月 株式会社グルメ杵屋レストラン　取締

役（現任）

2021年６月 当社取締役（現任）

2021年６月 当社執行役（現任）

2021年６月 当社経営企画室担当

2022年６月 当社CSO（現任）

2022年７月 当社経営企画部担当（現任）

0株

（重要な兼職の状況）

株式会社グルメ杵屋レストラン　取締役

株式会社エイエイエスケータリング　取締役

【取締役候補者とした理由】

　流通及び運輸における業務プロセスの改善、効率化の業務をグローバル企業のリー

ダーとして経験していることから、当社グループ各事業の業務プロセスの標準化及び

効率化等の推進並びに成長戦略の立案に適任であると判断し、取締役候補者といたし

ました。
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取締役10名選任

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

５

むらかみ　　たけし

村 上 　 剛 志
（1953年８月20日生）

1978年３月 塩崎繊維株式会社入社

1997年２月 株式会社イデアル設立

1997年２月 同社代表取締役

2008年７月 当社入社

2010年４月 当社人材開発部長

2019年６月 当社監査役

2021年６月 当社取締役（現任）

2021年６月 当社監査委員会委員長（現任）

0株

（重要な兼職の状況）

なし

【取締役候補者とした理由】

　当社及び当社グループの各事業に関する幅広い経験と知識を有しており、企業の経

営職としての経験も豊富であります。また、当社の監査委員会の委員長としての経験

から、ガバナンス及び内部統制の知識も有しております。これらにより、当社及び当

社グループの事業の成長並びにコーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断

し、取締役候補者といたしました。
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取締役10名選任

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

６

た  な  か 　 　 あ や

田 中 　 綾
（1971年11月14日生）

1997年４月 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会入

職

2003年４月 同会グルメ杵屋社会貢献の家　施設事

業部長

2007年４月 同会グルメ杵屋社会貢献の家　施設長

（現任）

2007年４月 同会　理事（現任）

2017年４月 大阪大学医学部　臨地教授（現任）

2019年６月 当社社外取締役（現任）

2020年６月 株式会社アサヒウェルネスフーズ　非

常勤取締役（現任）

0株

（重要な兼職の状況）

株式会社アサヒウェルネスフーズ　非常勤取締役

社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会　理事

社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会　グルメ杵屋社

会貢献の家　施設長

大阪大学医学部　臨地教授

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

　高齢者介護施設での施設運営及び相談員としての勤務を通じ、社会保障に関する豊

富な経験と知識を有しております。また、地域行政の福祉施策や活動に積極的に関わ

ることで福祉行政に関する相当程度の知識も有していることから、女性目線での福利

厚生、シニア世代へのサービス提供などについての助言等をいただくことを期待した

ためであります。なお、同氏は、介護施設の経営を委嘱されていることから経営者と

しての経験も有しております。上記の理由により、その職務を適切に遂行できるもの

と判断しております。
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取締役10名選任

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

７

こ じ ま 　 　 さ ち ほ

小 島 　 幸 保
（1972年７月７日生）

2000年４月 弁護士登録

2006年４月 小島法律事務所　所長弁護士（現任）

2006年４月 大阪府児童虐待等危機介入援助チーム

委員委嘱（現任）

2011年４月 吉備国際大学大学院（通信制）知的財

産学研究科　准教授

2013年３月 奈良市入札監視委員会委員委嘱（現任）

2013年５月 奈良市政治倫理審査会委員委嘱（現任）

2018年６月 奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員

委嘱（現任）

2019年６月 当社社外取締役（現任）

2021年５月 株式会社幸和製作所　社外取締役（監

査等委員）

2021年６月 当社指名委員、報酬委員、監査委員

（現任）

2022年６月 西日本高速道路サービス・ホールディ

ングス株式会社　社外監査役（現任）

2023年４月 関西学院大学大学院司法研究科（法科

大学院）　教授（現任）

0株

（重要な兼職の状況）

小島法律事務所　所長弁護士

関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）教授

大阪府児童虐待等危機介入援助チーム委員

奈良市入札監視委員会委員

奈良市政治倫理審査会委員

奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　長年の弁護士としての経験、また、地方公共団体における福祉やコンプライアンス

支援活動を通じ、企業法務及びコーポレート・ガバナンスについて十分な知識を有し

ております。それらにより、当社及び当社グループのコーポレート・ガバナンスの強

化において助言を期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名委

員会、報酬委員会、監査委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の

決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏は、過去に社

外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の

理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しておりま

す。
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取締役10名選任

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

８

さ わ い　　めぐみ

澤 井 　 恵
（1981年５月７日生）

2004年９月 アクセンチュア株式会社入社

2010年９月 同社　公共サービス・医療健康本部マ

ネジャー

2016年12月 同社　公共サービス・医療健康本部シ

ニアマネジャー

2019年６月 当社社外取締役（現任）

2020年10月 株式会社マーケティング・コア　取締

役（現任）

2021年６月 当社指名委員、報酬委員（現任）

2022年６月 ATHENA株式会社　代表取締役社長（現

任）

0株

（重要な兼職の状況）

株式会社マーケティング・コア　取締役

ATHENA株式会社　代表取締役社長

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

　2013年から2014年に米国Hult International Business School(Boston campas)に留

学しMBAを取得。アクセンチュア株式会社における業務改革・改善コンサルティング、

IT戦略に係るコンサルティングやシステム導入など、組織全体の業務効率化及びITを

活用した改革に関する経験に加え、外国企業の日本進出に係るコンサルティング等を

通じた事業展開のポートフォリオ構築の知見を有することから、当社グループにおい

ても新規ビジネスモデルの構築やIT導入による事業の効率化等において助言を期待し

たためであります。また、同氏が選任された場合は、指名委員会、報酬委員会の委員

として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関

与いただく予定です。
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取締役10名選任

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

９

きむら　　もとやす

木 村 　 元 泰
（1978年12月18日生）

2003年10月 中央青山監査法人入所

2007年６月 公認会計士登録

2007年７月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監

査法人）入所

2009年７月 木村元泰会計事務所代表（現任）

2009年７月 税理士登録

2009年９月 株式会社ＪＢイレブン　監査役

2016年５月 富士精工株式会社　社外監査役（現

任）

2016年６月 株式会社ＪＢイレブン　社外取締役

（監査等委員）（現任）

2021年６月 当社社外取締役（現任）

2021年６月 当社監査委員（現任）

0株

（重要な兼職の状況）

公認会計士、税理士

木村元泰会計事務所代表

株式会社ＪＢイレブン　社外取締役（監査等委員）

富士精工株式会社　社外監査役

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

　公認会計士、税理士としての知見及び経験を有するとともに、他社監査役、監査等

委員として豊富な経験を有しております。それらにより、当社及び当社グループのコ

ーポレート・ガバナンスの強化において助言を期待したためであります。また、同氏

が選任された場合は、監査委員会の委員として当社に対し、客観的・中立的立場で関

与いただく予定です。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の

経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その

職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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取締役10名選任

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

10

しまだ　　ひろみち

島 田 　 裕 道
（1974年４月29日生）

1997年４月 京阪電気鉄道株式会社（現京阪ホール

ディングス株式会社）入社

2017年７月 叡山電鉄株式会社　非常勤監査役

2021年７月 株式会社京阪レストラン　取締役

2022年１月 株式会社カフェ　取締役

2022年７月 株式会社ビジネス・ブレークスルー　

大学院事業本部　本部長

0株

（重要な兼職の状況）

なし

【取締役候補者とした理由】

　企業における実務に加えて、2007年に中小企業診断士登録、2009年に神戸大学MBAで

経営学修士（専門職）の学位を取得。事業戦略の策定、人事制度改革、運輸事業に関

する幅広い経験と知識を有しております。企業の経営職の経験もあり、インバウンド

誘致やデジタルプロモーションのほか、人材育成にも通じております。これらによ

り、当社及び当社グループの事業の成長並びにコーポレート・ガバナンスの強化に適

任であると判断し、取締役候補者といたしました。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 島田裕道氏は、2023年６月26日付で、株式会社ビジネス・ブレークスルーを退社予定

であります。

３. 田中綾氏、小島幸保氏、澤井恵氏及び木村元泰氏は、社外取締役候補者であります。

当社は、小島幸保氏、澤井恵氏及び木村元泰氏を、東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、各氏の再任が承認された

場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

４. 田中綾氏、小島幸保氏及び澤井恵氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外

取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって４年となります。

５. 木村元泰氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は本総会終結の時をもって２年となります。

６. 当社は、田中綾氏、小島幸保氏、澤井恵氏及び木村元泰氏との間で、会社法第427条

第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し

ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定め

る最低責任限度額としております。なお、各氏の再任が承認された場合には、当社は

各氏との間で当該契約を継続する予定であります。

７. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要は、事業報告の２.（１）③
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取締役10名選任

「役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」（18ページ）に記載のとおりです。各候

補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。ま

た、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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補欠取締役２名選任

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当社
の 株 式 数

１

い な だ 　 　 ま さ き

稲 田 　 正 毅
(1973年12月27日生)

2000年４月 大阪弁護士会登録
2006年１月 共栄法律事務所　パートナー

（現任）
2011年６月 オカダアイヨン株式会社　社外

監査役（現任）
2018年４月 関西学院大学大学院司法研究科

教授（現任）
0株

（重要な兼職の状況）
共栄法律事務所　パートナー
オカダアイヨン株式会社　社外監査役
関西学院大学大学院司法研究科　教授

【補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておりま
す。それにより、当社及び当社グループのコーポレート・ガバナンスの強化において
助言を期待したためであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方
法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役と
して、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

第３号議案 補欠取締役２名選任の件

　法令に定める監査委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、指名
委員会の決定に基づき、補欠の取締役２名の選任をお願いするものであります。
　補欠の取締役候補者は、次の通りであります。
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補欠取締役２名選任

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当社
の 株 式 数

２

く わ 　 　 あ き お

桑 　 章 夫

(1971年８月20日生)

1995年４月 朝日監査法人（現有限責任あず
さ監査法人）入所

1998年８月 公認会計士登録
2009年６月 当社社外監査役
2009年９月 株式会社ユニバーサル園芸社　

社外監査役
2011年４月 桑章夫公認会計士事務所　代表

（現任）
2011年12月 株式会社アドバンスクリエイト　

社外監査役（現任）
2019年６月 株式会社エイエイエスケータリ

ング　監査役
2021年９月 株式会社ユニバーサル園芸社　

社外取締役（監査等委員）（現任）
2022年６月 大阪大学ベンチャーキャピタル

株式会社　監査役（現任）

0株

（重要な兼職の状況）
桑章夫公認会計士事務所　代表
株式会社ユニバーサル園芸社　社外取締役
（監査等委員）
株式会社アドバンスクリエイト　社外監査役

大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社　監
査役

【補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　公認会計士、税理士としての知見及び経験を有しております。それらにより、当社
及び当社グループのコーポレート・ガバナンスの強化において助言を期待したためで
あります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与
された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切
に遂行できるものと判断しております。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 稲田正毅氏及び桑章夫氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３. 各候補者が監査委員である取締役に就任した場合、当社は就任した取締役との間で、

会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第
425条第１項に定める最低責任限度額といたします。

４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要は、事業報告２.（１）③「役
員等賠償責任保険契約の内容の概要等」（18ページ）のとおりです。各候補者が監査
委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当
該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

－ 50 －
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地図

株主総会会場ご案内図（拡大図）
最寄駅（地下鉄「堺筋本町」駅）からの地図は次ページです。

会場　大阪市中央区本町橋２番５号
　　　マイドームおおさか３階　展示ホール
　　　（２階受付へは、１階ロビーのエスカレーターをご利用ください）
　　　※マイドームおおさかは大阪商工会議所の北隣りでございます。
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地図

株主総会会場ご案内図
会場　大阪市中央区本町橋２番５号
　　　マイドームおおさか３階　展示ホール
　　　（２階受付へは、１階ロビーのエスカレーターをご利用ください）
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拡大図あり
（前ページ）

(1)地下鉄堺筋線・中央線の「堺筋本町」駅の１番出口（中央線ホーム連絡）から　徒歩８分
(2)同12番出口（堺筋線ホーム連絡・エスカレーター利用可）から　徒歩７分
(3)エレベーターをご利用の方は堺筋線１番線北東改札（13番出口）、２番線北西改札（15番出口）、

または中央線中北改札（２番出口）をご利用ください。
(4)会場に関するお問い合わせは、当社の総務部総務課へご連絡ください。

　フリーダイヤル　0120－122－649
＜お願い＞当日は、ご来場者用の駐車場をご用意しておりませんので、誠に勝手ながらお車でのご来場は

ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。


